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１．当施設が提供するサービスの相談窓口  

電話 ０４７－３８６－６３５７（午前９時～午後５時まで） 

担当 サービス調整担当課 

 ※ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。 

 

 

 ２．ユニット型特別養護老人ホーム松寿園の概要 

（１）施設の名称・所在地等 

施設の名称 特別養護老人ホーム松寿園アネックス 

所在地 松戸市六高台２丁目１９番地の２ 

事業所番号 介護老人福祉施設 （千葉県１２７１２０５３２８号）          

施設長名 平居 昭範 

電子メール shojuen@rokkoudai.or.jp 

ホームページ http://rokkoudai.net 

  

 

（２）施設の職員体制   

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 １ ０ 管理 １ 

医師 ０ ２ 医療 ２ 

生活相談員 ２(兼１) ０ 生活相談 ２(兼１) 

管理栄養士 １ ０ 栄養管理 １ 

機能訓練指導員 １ ０ 機能訓練 １ 

介護支援専門員 兼１ ０ 介護支援   兼１ 

事務職員 兼４ 兼１ 事務 兼５ 

 

 

 

介護 

・ 

看護職員 

看護師 １ １ 看護 ２ 

准看護師 ２ １ 看護 ３ 

介護福祉士 １５ ３ 介護 １８ 

実務者研修 ３ ０ 介護 ３ 

初任者研修 ２ １ 介護 ３ 

ホームヘルパー 

１・２級修了者 
０ １ 介護 １ 

 その他 ３（兼１） ６(兼１) 介護 ９(兼２) 

 



 

（３）施設の概要  

居室・設備の種類 室数 備考 

定員 ６０名 ６ユニット（１ユニットの定員は１０名） 

居室（個室） ６０室 １室 14 ㎡、冷暖房、洗面、電動ベッド、作り棚 

食堂・談話室     １２室 各ユニット 

共同トイレ １８室 各ユニット 計１８箇所 

浴室 ６室 各ユニット（一般浴槽、ソファーバス又はシートバス） 

娯楽室 １室  

 

（４）主な職種の勤務体制 

職種 勤務体制 

医師（内科） 

（精神科） 

毎週火・金    １３：００～１４：００ 

第２月曜日    １４：００～１６：００ 

第４月曜日    １５：００～１７：００ 

介護職員 

早番勤務      ７：００～１６：００ 

遅番勤務     １１：００～２０：００ 

日勤（A）     ８：００～１７：００ 

日勤（B）     ８：３０～１７：３０ 

夜勤            １７：３０～  ９：３０ 

看護職員 

早番勤務      ８：００～１７：００ 

日勤勤務      ８：３０～１７：３０ 

遅番勤務      ９：３０～１８：３０ 

機能訓練指導員 日勤勤務      ８：３０～１７：３０ 

 

３．施設サービスの概要 

（１）基本サービス 

 ① 施設サービス計画の作成 

 ② 居室    基本、定員は１名の居室となります。 

 ③ 食事    朝食  ８時００分 ～  ９時００分 

         昼食 １２時００分 ～ １３時００分 

         夕食 １８時００分 ～ １９時００分 

 ④ 入浴    基本、週２回の入浴となります。 

          ただし、状況に応じ、シャワー浴、又は清拭となる場合があります。  

⑤ 介護     施設サービス計画に沿って下記の介護を行ないます。 

        ・食事介護 ・排泄介護（おむつ交換、トイレ誘導）・入浴介護 ・体位変換  

・移乗介護 ・着替え介護 ・シーツ交換 ・環境整備 

・整容（口腔ケア、整髪、洗顔、爪切り、耳かき等）・施設内の移動の付添い 

⑥ 機能訓練  訓練室又は居室、共同生活室にて機能回復訓練を行います。 

⑦ 生活相談  生活相談員に、生活に関する相談ができます。 

⑧ 健康管理   年２回健康診断を行ないます。日程については別途ご連絡致します。 

     また、毎週嘱託医による問診・診察を受けることができます。 



（２）その他のサービス 

 ① 理美容      料金は別途かかります。 

 ② 特別な食事    通常のメニューの他に特別食をご用意しております。メニューは毎月変 

            わりますので、詳しくは職員にお尋ねください。料金は別途かかります。 

 ③レクリエーション  ショッピング・散歩・地域交流会・サークル活動等の参加行事を行います。 

レクリエーションを行う際は自己負担がかかる場合があります。 

 ④ 音楽療法      松寿園が契約している専門家による音楽療法を行います。 

 ⑤ その他      サービス内容に変更等ありましたら、その都度お知らせいたします。  

 

４．利用料金 

（１）基本料金（施設利用料） 

  1 日の自己負担分 1 ケ月（31 日）の自己負担分 

要介護 1 

1 割負担 ７０１円 ２１，７０５円 

2 割負担 １，４０１円 ４３，４１０円 

3 割負担 ２，１０１円 ６５，１１４円 

 

要介護 2 

 

1 割負担 ７７４円 ２３，９７３円 

2 割負担 １，５４７円 ４７，９４５円 

3 割負担 ２，３２０円 ７１，９１７円 

 

要介護 3 

1 割負担 ８５２円 ２６，４０２円 

2 割負担 １，７０４円 ５２，８０４円 

3 割負担 ２，５５５円 ７９，２０６円 

 

要介護 4 

 

1 割負担 ９２６円 ２８，７０２円 

2 割負担 １，８５２円 ５７，４０４円 

3 割負担 ２，７７８円 ８６，１０６円 

 

要介護 5 

 

1 割負担 ９９８円 ３０，９３８円 

2 割負担 １，９９６円 ６１，８７５円 

3 割負担 ２，９９４円 ９２，８１２円 

 

（２）加算料金     

項目 金額 

日常生活継続支援加算 

（１割負担）               ４８円/ 日 

（２割負担）               ９６円/ 日 

（３割負担）              １４４円/ 日 

常勤医師配置加算 

（１割負担）               ２７円/ 日 

（２割負担）               ５３円/ 日 

（３割負担）               ７９円/ 日 

精神科医師配置加算 

（１割負担）                ６円/ 日 

（２割負担）               １１円/ 日 

（３割負担）               １６円/ 日 

配置医師緊急時対応加算 

（配置医師の通常の勤務時間外） 

（１割負担）              ３４０円/ 回 

（２割負担）              ６８０円/ 回 

（３割負担）            １，０１９円/ 回 



配置医師緊急時対応加算 

早朝（６:００～８:００） 

夜間（１８:００～２２:００） 

（１割負担）              ６８０円/ 回 

（２割負担）            １，３５９円/ 回 

（３割負担）            ２，０３８円/ 回 

配置医師緊急時対応加算 

  深夜（２２:００～６:００） 

（１割負担）            １，３５９円/ 回   

（２割負担）            ２，７１７円/ 回 

（３割負担）            ４，０７６円/ 回 

特別通院送迎加算 

（１割負担）              ６２１円/ 月   

（２割負担）            １，２４２円/ 月 

（３割負担）            １，８６３円/ 月 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 

２０２４年度中 

（１割負担）              １０５円/ 月   

（２割負担）              ２０９円/ 月 

（３割負担）              ３１４円/ 月 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 

２０２５年度以降 

（１割負担）               ５３円/ 月   

（２割負担）              １０５円/ 月 

（３割負担）              １５７円/ 月 

協力医療機関連携加算（Ⅱ） 

 

（１割負担）                ６円/ 月   

（２割負担）               １1 円/ 月 

（３割負担）                １６円/ 月 

看護体制加算（Ⅰ）ロ 

（１割負担）                ５円/ 日 

（２割負担）                ９円/ 日 

（３割負担）               １３円/ 日 

看護体制加算（Ⅱ）ロ 

（１割負担）                ９円/ 日 

（２割負担）               １７円/ 日 

（３割負担）               ２５円/ 日 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日４５日前～３１日前 

（１割負担）               ７６円/ 日 

（２割負担）              １５１円/ 日  

（３割負担）              ２２６円/ 日 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日３０日前～４日前 

（１割負担）              １５１円/ 日 

（２割負担）              ３０１円/ 日 

（３割負担）              ４５２円/ 日 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日前々日、前日  

（１割負担）              ７１１円/ 日 

（２割負担）            １，４２２円/  日 

（３割負担）            ２，１３２円/ 日 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日 

（１割負担）            １，３３８円/ 日 

（２割負担）            ２，６７６円/ 日 

（３割負担）            ４，０１３円/ 日 

看取り介護加算（Ⅱ） 

死亡日４５日前～３１日前 

（１割負担）               ７６円/ 日 

（２割負担）              １５１円/ 日  

（３割負担）              ２２６円/ 日 

看取り介護加算（Ⅱ） 

死亡日３０日前～４日前  

（１割負担）              １５１円/ 日 

（２割負担）              ３０１円/ 日 

（３割負担）              ４５２円/ 日 



看取り介護加算（Ⅱ） 

死亡日前々日、前日 

（１割負担）              ８１６円/ 日 

（２割負担）            １，６３１円/ 日 

（３割負担）            ２，４４６円/ 日 

看取り介護加算（Ⅱ）死亡日  

（１割負担）            １，６５２円/ 日 

（２割負担）            ３，３０３円/ 日 

（３割負担）            ４，９５４円/ 日 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 

（１割負担）               １９円/ 日 

（２割負担）               ３８円/ 日 

（３割負担）               ５７円/ 日 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 

（１割負担）               ２２円/ 日 

（２割負担）               ４４円/ 日 

（３割負担）               ６６円/ 日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

（１割負担）               １９円/ 日 

（２割負担）               ３８円/ 日 

（３割負担）               ５７円/ 日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

（１割負担）               １３円/ 日 

（２割負担）               ２５円/ 日 

（３割負担）               ３８円/ 日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

（１割負担）                ７円/ 日 

（２割負担）               １３円/ 日 

（３割負担）               １９円/ 日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

（１割負担）                ７円/ 日 

（２割負担）               １３円/ 日 

（３割負担）               １９円/ 日 

在宅・入所相互利用加算 

（１割負担）               ４２円/ 日 

（２割負担）               ８４円/ 日 

（３割負担）              １２６円/ 日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

（１割負担）                ４円/ 日 

（２割負担）                ７円/ 日 

（３割負担）               １０円/ 日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

（１割負担）                ５円/ 日 

（２割負担）                ９円/ 日 

（３割負担）               １３円/ 日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（１割負担）              ２０９円/ 日 

（２割負担）              ４１８円/ 日 

（３割負担）              ６２７円/ 日 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 

（１割負担）              １５７円/ 月 

（２割負担）              ３１４円/ 月 

（３割負担）              ４７１円/ 月 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

（１割負担）              １２６円/ 月 

（２割負担）              ２５１円/ 月 

（３割負担）              ３７７円/ 月 



療養食加算 

（１割負担）                ７円/ 回 

（２割負担）               １３円/ 回 

（３割負担）               １９円/ 回 

福祉施設初期加算 

（１割負担）               ３２円/ 日 

（２割負担）               ６３円/ 日 

（３割負担）               ９４円/ 日 

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） 

（１割負担）               ２８円/ 日 

（２割負担）               ５５円/ 日 

（３割負担）               ８２円/ 日 

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） 

（１割負担）               ４３円/ 日 

（２割負担）               ８６円/ 日 

（３割負担）              １２９円/ 日 

若年性認知症入所者受入加算 

（１割負担）              １２６円/ 日 

（２割負担）              ２５１円/ 日 

（３割負担）              ３７７円/ 日 

在宅復帰支援機能加算 

（１割負担）               １１円/ 日 

（２割負担）               ２１円/ 日 

（３割負担）               ３２円/ 日 

退所前訪問相談援助加算 

（１割負担）              ４８１円/ 回 

（２割負担）              ９６２円/ 回 

（３割負担）            １，４４３円/ 回 

退所後訪問相談援助加算 

（１割負担）              ４８１円/ 回 

（２割負担）              ９６２円/ 回 

（３割負担）            １，４４３円/ 回 

退所時相談援助加算 

（１割負担）              ４１８円/ 回 

（２割負担）              ８３６円/ 回 

（３割負担）            １，２５４円/ 回 

退所前連携加算 

（１割負担）              ５２３円/ 回 

（２割負担）            １，０４５円/ 回 

（３割負担）            １，５６８円/ 回 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（２０２４年５月まで） 

厚生労働大臣が定める基準内容に適した場合の介護報酬 

 （１０００分の８３に相当する単位数） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

（２０２４年５月まで） 

厚生労働大臣が定める基準内容に適した場合の介護報酬 

 （１０００分の２７に相当する単位数） 

介護職員等ベースアップ等支援加算（Ⅰ） 

（２０２４年５月まで） 

厚生労働大臣が定める基準内容に適した場合の介護報酬 

 （１０００分の１６に相当する単位数） 

介護職員等処遇改善加算 
厚生労働大臣が定める基準内容に適した場合の介護報酬 

 （１０００分の１４０に相当する単位数） 

退所時栄養情報連携加算 

（１割負担）               ７４円/ 回 

（２割負担）              １４７円/ 回 

（３割負担）              ２２０円/ 回   



再入所時栄養連携加算 

（１割負担）              ２０９円/ 回 

（２割負担）              ４１８円/ 回 

（３割負担）              ６２７円/ 回   

退所時情報提供加算 

（１割負担）              ２６２円/ 回 

（２割負担）              ５２３円/ 回 

（３割負担）              ７８４円/ 回 

栄養マネジメント強化加算 

（１割負担）               １２円/ 日 

（２割負担）               ２３円/ 日 

（３割負担）               ３５円/ 日 

経口維持加算（Ⅰ） 

（１割負担）              ４１８円/ 月 

（２割負担）              ８３６円/ 月 

（３割負担）            １，２５４円/ 月 

経口維持加算（Ⅱ） 

（１割負担）              １０５円/ 月 

（２割負担）              ２０９円/ 月 

（３割負担）              ３１４円/ 月 

経口移行加算 

（１割負担）               ３０円/ 日 

（２割負担）               ５９円/ 日 

（３割負担）               ８８円/ 日 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 

（１割負担）               １３円/ 日 

（２割負担）               ２５円/ 日 

（３割負担）               ３８円/ 日 

 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

 

（１割負担）               ２１円/ 日 

（２割負担）               ４２円/ 日 

（３割負担）               ６３円/ 日 

 

個別機能訓練加算（Ⅲ） 

 

（1 割負担）               ２１円/ 日 

（２割負担）                ４２円/ 日 

（３割負担）               ６３円/ 日 

 

ADL 維持等加算（Ⅰ） 

 

（１割負担）               ３２円/ 月 

（２割負担）               ６３円/ 月 

（３割負担）               ９４円/ 月 

 

ADL 維持等加算（Ⅱ） 

 

（１割負担）               ６３円/ 月 

（２割負担）              １２６円/ 月 

（３割負担）              １８９円/ 月 

 

生活機能向上連携加算 

 

（１割負担）              ２０９円/ 月 

（２割負担）              ４１８円/ 月 

（３割負担）              ６２７円/ 月 

生活機能向上連携加算 

※個別機能訓練加算を算定している場合 

（１割負担）              １０５円/ 月 

（２割負担）              ２０９円/ 月 

（３割負担）              ３１４円/ 月 

排泄支援加算（Ⅰ） 

（１割負担）               １１円/ 月 

（２割負担）               ２１円/ 月 

（３割負担）               ３２円/ 月 



 

排泄支援加算（Ⅱ） 

 

（１割負担）               １６円/ 月 

（２割負担）               ３２円/ 月 

（３割負担）               ４７円/ 月 

 

排泄支援加算（Ⅲ） 

 

（１割負担）               ２１円/ 月 

（２割負担）               ４２円/ 月 

（３割負担）               ６３円/ 月 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

（１割負担）                ４円/ 月 

（２割負担）                ７円/ 月 

（３割負担）               １０円/ 月 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

（１割負担）               １４円/ 月 

（２割負担）               ２７円/ 月 

（３割負担）               ４１円/ 月 

福祉施設外泊時費用 

（１割負担）              ２５７円/ 日 

（２割負担）              ５１４円/ 日 

（３割負担）              ７７１円/ 日 

外泊時在宅サービスを利用した時の費用 

（１割負担）              ５８６円/ 日 

（２割負担）            １，１７１円/ 日 

（３割負担）            １，７５６円/ 日 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

（１割負担）               ９４円/ 月 

（２割負担）              １８８円/ 月 

（３割負担）              ２８２円/ 月 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

（１割負担）              １１５円/ 月 

（２割負担）              ２３０円/ 月 

（３割負担）              ３４５円/ 月 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

（１割負担）              １０５円/ 月 

（２割負担）              ２０９円/ 月 

（３割負担）              ３１４円/ 月 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

（１割負担）               １１円/ 月 

（２割負担）               ２１円/ 月 

（３割負担）               ３２円/ 月 

 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

（１割負担）               １１円/ 月 

（２割負担）               ２１円/ 月 

（３割負担）               ３２円/ 月 

 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

（１割負担）                ６円/ 月 

（２割負担）               １１円/ 月 

（３割負担）               １６円/ 月 

 

新興感染症等施設療養費 

（１割負担）              ２５１円/ 日 

（２割負担）              ５０２円/ 日 

（３割負担）              ７５３円/ 日 

 

 

 



 

自立支援促進加算 

 

（１割負担）              ２９３円/  月 

（２割負担）              ５８６円/ 月 

（３割負担）              ８７８円/ 月 

 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

 

（１割負担）               ４２円/ 月 

（２割負担）               ８４円/ 月 

（３割負担）              １２６円/ 月 

 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

 

（１割負担）               ５３円/ 月 

（２割負担）              １０５円/ 月 

（３割負担）              １５７円/ 月 

 

安全対策体制加算 

 

（１割負担）        ２１円/ 入居時に１回限り 

（２割負担）        ４２円/ 入居時に１回限り 

（３割負担）        ６３円/ 入居時に１回限り 

 

 

身体拘束廃止未実施減算 

                       １０％ / 日減算  

（例外的に身体拘束を行なう場合において、研修や委員会の

開催、記録等の書類に不備がある場合）                

 

安全管理体制未実施減算 

 

（１割負担）  ６円/ 日減算 

（２割負担）１１円/ 日減算 

（３割負担）１６円/ 日減算 

（運営基準における事故の発生又は再発を防止するための 

措置が講じられていない場合） 

業務継続計画未実施減算 

所定単位数の１００分の３に相当する単位数 

（感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が 

未策定の場合） 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

所定単位数の１００分の１に相当する単位数 

（虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられ

ていない場合） 

 ※１ 入居期間中に入院、又は自宅に外泊した期間の取扱いについては、介護保険給付の扱いと 

なります。  

  ※２ 小数点以下の端数処理の問題で１日単位と１ヶ月単位に若干の誤差が出ておりますので 

ご注意してください。 

 

（４）食費 

通常 

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

１日 １，６００円 １日 ３００円 １日 ３９０円 １日 ６５０円 １日 １，３６０円 

 

 

 

 

 



（５）居住費 （2024 年 7 月請求分まで）  

通常 

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

１日 ２，３５０円 １日 ８２０円 １日 ８２０円 １日 １，３１０円 １日 １，３１０円 

  

（５）居住費 （2024 年 8 月請求分から）  

通常 

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

１日 ２，４１０円 １日 ８８０円 １日 ８８０円 １日 １，３７０円 １日 １，３７０円 

※原則として、在籍期間中は入院・外泊であっても、居住費は発生します。 

※第 3 段階の食費については、年金収入等により下記となります。 

 ①年金収入等 80 万円超え 120 万円以下の方  ②年金収入等 120 万円超えの方       

 

（６）その他自己負担となるもの（介護保険適用外） 

① 理美容料金 別途実費 

② 特別な食事の提供  １食 １５０円    

③ 上記の他でも、介護保険適用外のものについては、全額自己負担となります。 

 

（７）利用料金の変更について 

    上記に定める利用料金等は、介護保険給付費体系の変更、及び経済状況の著しい変化、その他 

やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して説明をした上で、当該利用料金を変更 

することができるものとします。 

 

（８）基本料金の減免軽減措置 

  ① 高額介護サービス費 

  ② 社会福祉法人による利用者負担軽減 

  ③ 高齢世帯等の居住費・食費の軽減  

  ④ 旧措置入居者の負担軽減 

  ⑤ 利用料を支払った場合に、生活保護の該当となる方の負担軽減 

 

（９）支払方法  

お支払い方法は、原則として自動引き落としとなります。（翌月２７日が引き落とし日になります。前

日までに請求額を口座へご入金下さい。口座振替日が銀行休業日の際は翌営業日となります）引き落と

し以外の場合は、毎月１５日までに前月分の請求をいたしますので、当月末日迄にお支払い下さい。お

支払い頂きますと、領収書を発行します。 

 

５．入退居の手続き 

（１）入居手続き 

  ① 要介護１以上の認定を受けた方で、入居を希望する方は電話等でご連絡下さい。 

  ② 入居が決定した場合、契約を締結します。契約の有効期間は要介護認定の期間とあわせます 

が、入居要件を満たせば自動的に更新できます。 

※詳細はサービス調整担当課職員にお尋ね下さい。 



 

（２）契約の自動終了 

   以下の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

① 他の介護保険施設や認知症対応型共同生活介護施設へ入居した場合 

② 介護認定区分が、非該当（自立）、要支援１、要支援２となった場合 

③ ご入居者の死亡又は被保険者資格を喪失した場合 

④ その他         

・ご入居者が、サービス利用料の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう勧告したにもか 

かわらず７日以内に支払わない場合、又はご入居者が当施設や当施設の従業者に対して本契約 

を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退居していただく場合がございます。この場合、 

契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

・ご入居者が、病院又は診療所に入院し明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、又は３ヶ

月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知の上、契約を終了させていただく場

合がございます。 

 

６．当施設のサービスの特徴等 

（１）サービスコンセプト 

松寿園理念 （松寿園が永続的に目指すべき社会福祉法人としての使命として位置づけています） 

・・・・・・みんなの笑顔のために 

素晴らしかったと言える人生のために  

～１人のゲスト、１日の暮らし、そして１つ１つの介護から～ 

 

経営方針 （理念を実現するために、全職員が共有する目標と価値観を表しています） 

･･････ゲストが主役になれる松寿園 

みんなの声が反映される松寿園 

職員価値を高め、地域社会へ貢献できる松寿園 

みんなから信頼され愛される松寿園  

 

行動基準 （理念・経営方針を実現するために、職員一人一人が遵守するべき具体的な行動基準を表し

ています） 

・・・・・・温かい、心からのあいさつをします 

 常に温かい笑顔で仕事をします 

    ゲストと一緒に楽しい時間を送ります 

    一流の介護人である前に、一流の社会人になります 

    常に向上心を持ち、前向きな気持ちを持ち続けます 

 

 

（２）入居中の医療の提供について 

 原則として、嘱託医（主治医）による往診にて医療の提供を行います。嘱託医の専門外診療や診療時

間外の対応については、ご入居者及びそのご契約者の希望により、協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます。（但し、医療機関において優先的な診療又は入院治療を保証するものでも

義務付けるものでもありません） 

 



① 嘱託医（主治医） 

     医療機関の名称 六高台内科胃腸科クリニック 

医師氏名 笹田 和裕 

所在地 松戸市六高台２－１８－４ 

電話番号 ０４７－３８５－２２５１ 

 

② 協力医療機関 

医療機関の名称 秋元病院 

所在地 千葉県鎌ヶ谷市初富８０８－５４    

診療科 精神神経科、心療内科、内科、整形外科、皮膚科 他 

電話番号 ０４７－４４６－８１００ 

 

医療機関の名称 千葉西総合病院 

所在地 千葉県松戸市金ヶ作１０７－１ 

診療科 内科、外科、循環器内科、脳神経外科 他 

電話番号 ０４７－３８４－８１１１ 

 

（３） 身体拘束について 

    ① 施設サービスの提供にあたっては、ご入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得

ない 場合を除き、身体拘束その他ご入居者の行動を制限する行為を行いません。 

② 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、ご入居者またはそのご家族に対して事前に口頭および文書に 

よる説明を行ったうえ、文書による同意をいただきます。 

（４）終末のお世話について 

  当施設では高度な医療行為や延命治療は行えません。しかし、ご入居者及びそのご家族のご希望が

あれば心安らかな死を迎えられるように、別紙【看取りに関する指針】により最善をつくします。 

 

（５）施設利用に当たっての留意事項 

  ① 面会                  午前９時～午後７時まで。ご面会の際は、受付の面会簿にご記入下さい。

その他、感染症予防のため、流行時には手指消毒やマスクの着用等をお願いすることがあります。 

また、ご入居者の状態等により、医師より指示を受けている方もおられますので、以下のことについて

お願いたします。 

・生物（なまもの）は、極力食べきれる量でお願いします。 

・他のご入居者へ食べ物等をお渡しすることはご遠慮願います。 

※職員に対する心遣いは固く辞退させていただきます。 

ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。 

② 外出、外泊          ご希望の日時をお知らせください。 

ご家族の施設への宿泊については、別室をご案内させていただく場合がございます。お気軽にご相談く

ださい。 

③ 喫煙、飲酒  館内禁煙となっております。また、飲酒については、ご入居者の状態等により、医師

より指示を受けている方もおられます。事前にご相談ください。 

④ 設備、器具の利用    事前にご相談ください。 

⑤ 金銭、貴重品の管理  事前にご相談ください。 

⑥ 所持品の持ち込み    事前にご相談ください。 



⑦ 施設外での受診     事前にご相談ください。 

⑧ 宗教活動        ご遠慮ください。 

 

７．緊急時の対応方法 

ご入居者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の方 

等に速やかに連絡いたします。  

※ご入居時、別紙にて連絡先を確認させていただきます。 

 

８．損害賠償について 

 当施設において、事業者の責任によりご入居者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害

を賠償します。ただし、その損害の発生について、ご入居者に故意又は過失が認められる場合には、ご

入居者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場

合があります。 

 

９．非常災害対策 

  ・災害時の対応 緊急連絡網により職員の招集・防災用食料備品の備蓄 

  ・防災設備 非常通報装置・スプリンクラー・防火扉設置 

  ・防災訓練 年６回 

  ・防火責任者 法人本部部長・施設長 

 

１０．サービス内容に関する相談・苦情 

  ① 当施設ご入居者相談・苦情 

     担当  サービス調整担当課          電話 ０４７－３８６－６３５７ 

 

   ② 第三者委員 

      鴨志田 一則       電話 ０４７－３８７－０６４４ 

      近藤 典夫        ✉   n.kondo@jcom.zaq.ne.jp 

 

   ③ 当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口でも受け付けています。 

     市町村   松戸市            

     担当    介護保険課 給付班     電話 ０４７－３６６－７０６７ 

 

１１．当施設の概要 

   名称・法人種別       社会福祉法人六高台福祉会 

   代表者役職・氏名      理事長 正田 貴之 

   本部所在地・電話番号    松戸市六高台２丁目１９番地の２ 

                 ０４７－３８６－６３５７    

定款の目的に定めた事業    

    社会福祉事業 

（１）第一種社会福祉事業 

（イ）特別養護老人ホームの経営 

（２）第二種社会福祉事業 

（イ）老人デイサービス事業の経営 

mailto:n.kondo@jcom.zaq.ne.jp


（ロ）老人短期入所事業の経営 

（ハ）老人居宅介護等事業の経営 

 

公益事業 

（１） 居宅介護支援事業の経営 

（２） 地域包括支援センターの受託運営 

（３） サービス付き高齢者向け住宅事業の経営 

（４） 松戸市介護予防・日常生活支援総合事業の経営 

（５） 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 

（介護福祉士等の養成事業）の経営 

 

 

施設・拠点等           特別養護老人ホーム           ２カ所 

                 短期入所生活介護（介護予防実施）    １カ所 

                 通所介護（介護予防実施）        １カ所 

                 訪問介護（介護予防実施）        １カ所 

                 居宅介護支援事業            ２カ所 

                 地域包括支援センター（介護予防実施）  ２カ所 

                 認知症対応型通所介護          １カ所  

                 サービス付き高齢者向け住宅       １カ所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


